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むつ市議会第１９７回定例会会議録 第１号

平成２０年９月２日（火曜日）午前１０時開会・開議議事日程 第１号

◎諸般の報告

第１ 議席の指定

第２ 会議録署名議員の指名

第３ 会期の決定

第４ 行政報告

【議案一括上程、提案理由説明】

第５ 議案第68号 むつ市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例

第６ 議案第69号 むつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例

第７ 議案第70号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第８ 議案第71号 むつ市税条例の一部を改正する条例

第９ 議案第72号 むつ市手数料条例の一部を改正する条例

第10 議案第73号 むつ市総合福祉センター条例の一部を改正する条例

第11 議案第74号 むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

第12 議案第75号 むつ市公害防止条例の一部を改正する条例

第13 議案第76号 財産の取得について

（むつ市立第三田名部小学校の建設用地の取得）

第14 議案第77号 財産の取得について

（むつ市消防団むつ消防団第11分団、第12分団、第16分団、第20分団、大畑消防団第４

分団及び脇野沢消防団第５分団配備の小型動力ポンプ付積載車の老朽化に伴う更新）

第15 議案第78号 指定管理者の指定について

（むつ市介護老人保健施設やげん）

第16 議案第79号 町の区域の変更について

（農林水産省から青森県に所管換えされた国有林地のむつ市川内町家ノ辺への編入）

第17 議案第80号 むつ市土地開発公社定款の変更について

第18 議案第81号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第19 議案第82号 平成20年度むつ市一般会計補正予算

第20 議案第83号 平成20年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算

第21 議案第84号 平成20年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第22 議案第85号 平成19年度むつ市水道事業会計決算

第23 報告第18号 平成19年度むつ市水道事業会計継続費精算報告書

第24 報告第19号 平成19年度むつ市水道事業会計資金不足比率について
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第25 報告第20号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第26 報告第21号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成20年度むつ市一般会計補正予算）

第27 報告第22号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２６人）

１番 鎌 田 ち よ 子 ２番 澤 藤 一 雄

３番 新 谷 泰 造 ４番 岡 崎 健 吾

５番 工 藤 孝 夫 ６番 横 垣 成 年

７番 野 呂 泰 喜 ８番 川 端 一 義

９番 半 田 義 秋 １０番 目 時 睦 男

１２番 新 谷 功 １３番 富 岡 修

１４番 佐 々 木 隆 徳 １５番 白 井 二 郎

１６番 山 本 留 義 １７番 千 賀 武 由

１８番 馬 場 重 利 １９番 山 崎 隆 一

２０番 川 端 澄 男 ２１番 中 村 正 志

２２番 村 川 壽 司 ２３番 浅 利 竹 二 郎

２４番 菊 池 広 志 ２５番 斉 藤 孝 昭

２６番 冨 岡 幸 夫 ２７番 村 中 徹 也

欠席議員（１人）

１１番 髙 田 正 俊

説明のため出席した者

市 長 宮 下 順 一 郎 副 市 長 野 戸 谷 秀 樹

教 育
委 員 会 山 本 文 三 教 育 長 牧 野 正 藏
委 員 長

公 営 企 業 代 表遠 藤 雪 夫  池 十  夫管 理 者 監 査 委 員

選 挙 管 理 農 業
委 員 会 佐 々 木 鉄 郎 委 員 会 立  順 一
委 員 長 会 長

総 務 部
総 務 部 長 新 谷 加 水 秘 書 齋 藤 秀 人

広 聴 監

総 務 部
理 事 工 藤 正 明 企 画 部 長 阿 部 昇
出 納 室 長

企 画 部 近 原  栄 民 生 部 長 佐 藤 吉 男理 事

保 健 福 祉 吉 田 市 夫 経 済 部 長 櫛 引 恒 久部 長

選 挙 管 理
建 設 部 長 太 田 信 輝 委 員 会 大 芦 清 重

事 務 局 長

監 査 委 員 齋 藤 純 教 育 部 長 佐 藤 節 雄事 務 局 長
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民 生 部
公 営 副 理 事佐 藤 純 一 清 藤 巡 一企 業 局 長 環 境 対 策

課 長

民 生 部農 業 廃 棄 物委 員 会 吉 田 薫 竹 山 清 信対 策 課事 務 局 長 総 括 主 幹

脇 野 沢 総 務 部舩 澤 桂 逸 松 尾 秀 一庁 舎 所 長 総 務 課 長

総 務 部総 務 部 総 務 課総 務 課  田 真 澁 田 剛行 政 係行 政 係 長 主 任 主 査

事務局職員出席者

事 務 局 長 河 野 健 二 次 長 工 藤 昌 志

総 括 主 幹 山 崎 幸 悦 総 括 主 幹 栁 田 諭

議 事 係 議 事 係石 田 隆 司 井 戸 向 秀 明主 査 主 事
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（村中徹也） ただいまからむつ市議会第

197回定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は26人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（村中徹也） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、地方自治法第121条に基づく今定

例会への説明員の出席者については、お手元に配

布の名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。なお、関係書類は事務局に保管して

ありますので、ご閲覧願います。

次に、本日市長から、工事請負契約に係る入札

結果資料が提出されましたので、お手元に配布し

てあります。

次に、全国市議会議長会基地協議会等の会議結

果につきましては、お手元に配布の報告書のとお

りでありますので、ご了承願います。

次に、建設常任委員会から、今年度の行政視察

報告書が提出されておりますので、お手元に配布

しております。

次に、去る８月５日に開催されました下北半島

の原子力関連施設等の視察に参加した議員18名に

ついては、会議規則第159条第１項のただし書き

により、議長が出席議員の派遣を承認しておりま

すので、ご了承願います。

次に、本日この後、脇野沢赤坂地区における不

法投棄について市長から行政報告がありますの

で、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 議席の指定

〇議長（村中徹也） 日程第１ 議席の指定を行い

ます。

議席の指定については、今定例会より本会議の

場が仮議場から本議場へ変更となりましたので、

改めて議長から指定するものであります。

議員各位の議席番号と氏名を職員に朗読させま

す。

（事務局長議席番号・氏名朗読・

別紙議席表）

〇議長（村中徹也） ただいま朗読したとおり、議

席を指定いたします。

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第82条の規定によ

り、４番岡崎健吾議員及び24番菊池広志議員を指

名いたします。

◎日程第３ 会期の決定

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら９月19日までの18日間としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日から９月19日までの18日間と決定

いたしました。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 脇野沢赤坂地区における不

法投棄についてご報告申し上げます。

去る６月10日開会のむつ市議会第196回定例会

において、脇野沢赤坂地区における不法投棄に関

する経緯や不法投棄現場及びその周辺の環境調査

結果について報告しておりますが、その後の市の

対応についてご報告いたします。

まず、環境調査についてでありますが、６月９

日に採水した不法投棄現場南側地下水のダイオキ

シン類の検査結果につきましては、0.082ピコグ

ラムで、環境基準値の１ピコグラムを下回ってお

ります。

また、７月24日に採水した不法投棄現場南側浸

出水のほか、口広川の上流及び下流並びに旧最終

処分場放流水の検査結果につきましては、ダイオ

キシン類の結果はまだ出ておりませんが、その他

の検査項目はすべて基準値を下回っております。

なお、不法投棄現場及びその周辺の水質につき

ましては、引き続き定期的に検査及び監視をして

まいりたいと考えております。

次に、関係者からの事情聴取についてでありま

すが、７月10日、28日、29日及び８月27日に旧脇

野沢村当時の職員７名、議会議員、村長及び脇野

沢村一般廃棄物収集運搬等業務の受託業者の計

10名から事情聴取を行っております。

この結果、不法投棄は旧脇野沢村長の決裁で行

われ、旧脇野沢村長及び廃棄物担当職員はその違

法性を認識していたことが判明いたしておりま

す。

また、不法投棄現場に残存するごみの量につき

ましては、現在発注しておりますコンサルタント

業者の調査結果によっては、既に報告しておりま

す数値が変動することもあり得るものと認識して

おります。

コンサルタント業者への委託業務につきまして

は、不法投棄された廃棄物を撤去するため、廃棄

物の種類、性状等の実態とその有害性を把握する

調査と、これに基づき生活環境保全上の支障を除

去し、原状回復するための対策工の選定とし、平

成21年１月30日までを工期とする委託契約を８月

27日付で締結したところであります。

なお、県から６月30日付で照会のあった旧脇野

、 、沢村のごみ処理については この事情聴取を含む

これまでの事実確認に基づき明らかになった事柄

を、８月１日付で回答しております。

以上、市のこれまでの対応についてであります

が、できる限り早期に不法投棄現場の原状回復が

できるよう鋭意努力してまいりたいと考えており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、公害対策、放射性廃棄物保管施設におけ

る安全対策及び交通問題対策に関する経過報告に

ついて、民生部長、企画部長から報告いたさせま

す。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 公害対策に関することの

うち民生部が所管いたしております事項について

ご報告申し上げます。

まず、公害の発生状況についてでありますが、

ことし６月10日に開会されましたむつ市議会第

196回定例会以降、９月１日現在まで公害の発生

はありませんでした。
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次に、河川等水質測定結果につきましては、お

配りいたしました河川等水質検査資料のとおりで

ありますが、資料１ページの環境基準の水域類型

指定河川であります田名部川、小荒川、川内川及

び大畑川につきましては、主要な指標であるＢＯ

Ｄの値は基準値を満たしておりましたが、ＤＯの

値が田名部川、大畑川においてわずかに基準値を

満たしておりませんでした。

次に、資料２ページのその他の河川の水質測定

結果についてでありますが、これらの河川につき

ましては、特に環境基準の定めはありませんが、

環境基準の水域類型指定河川の基準値と比較いた

しますと、明神川のＢＯＤ及びＤＯの数値が基準

値を満たしておりませんでしたが、他の10河川は

いずれも基準値を満たしておりました。

次に、資料３ページの市と公害防止協定を結ん

でおります日本ホワイトファーム株式会社及び日

本ピュアフード株式会社の排出水の水質測定結果

につきましては、２社ともすべての項目において

協定書に定める基準値を満たしておりました。

次に、資料４ページのアツギ東北株式会社むつ

事業所の排出水の水質測定結果につきましては、

すべての項目において基準値を満たしておりまし

た。

以上で公害の発生状況、河川の水質検査につい

ての報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） それでは、続きまして放

射性廃棄物保管施設における安全対策について、

前回の報告以降の経過をご報告申し上げます。

立入調査につきましては、平成20年８月26日に

青森県とともに独立行政法人日本原子力研究開発

機構青森研究開発センターむつ事務所への定期立

入調査を実施しております。調査結果につきまし

ては、資料のとおり燃料廃棄物取扱棟及び保管建

屋における放射性廃棄物の保管状況に異常は認め

られませんでした。

なお、本年２月15日の前回調査時点から燃料廃

棄物取扱棟において200リットル黄色ドラム缶が

４本ふえております。これは、管理区域内におけ

る通常の保守管理作業に伴い発生いたしました綿

手袋、作業衣等のほか、平成18年10月20日付で国

の認可を受けました原子力第１船原子炉に係る廃

止措置計画書に記載されております放射性物質と

して取り扱う必要がないものについての事前調査

のための試料採取及び分析作業、これはいわゆる

クリアランスレベル検認作業と称してございます

が、この作業を実施したことにより発生いたしま

した分を含んでおりますために増加したものであ

ります。

続きまして、交通問題対策について、平成20年

６月10日の経過報告以降の経過をご報告申し上げ

ます。

まず、ＪＲ東日本大湊線問題についてでありま

す。強風による運行規制の状況につきましては、

平成20年５月から平成20年７月までの３カ月間で

は、規制日数は６日で、規制本数は14本、運休は

６本でございました。

次に、要望活動につきましては、去る７月15日

に開催されました平成21年度の青森県への重点要

望説明会におきまして、下北総合開発期成同盟会

として強風対策並びに八戸駅までの直通快速便の

増便及び減便されました青森直通便の復活等につ

いて県へ支援を要望しております。

また、７月17日及び18日に行われた市議会議員

要望に私企画部長が同行し、県選出国会議員、Ｊ

Ｒ東日本盛岡支社に対し、大湊線の強風対策、利

便性の向上についての要望書が提出されておりま

す。

次に、２点目の下北半島縦貫道路の建設促進対

。 、策についてであります 要望活動につきましては

去る７月15日に開催されました平成21年度の青森
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県への重点要望説明会において、下北総合開発期

成同盟会として下北半島縦貫道路の建設促進につ

いて要望しております。

また、７月９日及び10日に行われました東北地

方整備局、国土交通省、県選出国会議員に対する

市議会議員要望に私企画部長が同行しておりま

す。

この要望では、下北半島縦貫道路の整備促進の

ほか、国道279号の国直轄移管及び国道338号大湊

地区バイパスの整備促進の３項目について要望書

が提出されております。なお、これに先立ちまし

て、７月３日には私企画部長と企画部次長が青森

河川国道事務所へ出向きまして、同様の要望書を

提出しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これより質疑を行います。

質疑は、それぞれ区分して行います。

まず、脇野沢赤坂地区における不法投棄につい

ての報告に対する質疑を行います。次に、公害対

策に関する報告の部分、続いて報告以外の公害対

策に関する質疑を行います。次に、放射性廃棄物

保管施設における安全対策に関する報告の部分、

続いて報告以外の放射性廃棄物保管施設における

安全対策に関する質疑を行います。その後、交通

問題対策に関する報告の部分、続いて報告以外の

交通問題対策に関する質疑を行います。

まず、脇野沢赤坂地区における不法投棄につい

ての報告に対し、質疑ありませんか。25番斉藤孝

昭議員。

〇25番（斉藤孝昭） 不法投棄について何点か質疑

させていただきます。

まずは、前回の行政報告のときに、刑事処分と

か損害賠償について質疑したところ、県とか弁護

士とか、警察のほうに相談をして、いろんなアド

バイスを受けて対応したいというふうなことをお

っしゃられていましたが、前回６月定例会以降、

どのような対応とどのような内容だったのかお知

らせください。

次に、きょうの新聞報道等で山崎氏が、前村長

でありますが、勇気を持って謝罪をしたというこ

とで敬意を表したいと思いますが、その内容につ

いては、人の感覚がありますので、いいか悪いか

は別としまして、どのような内容の聞き取りだっ

たのか、何回山崎議員から聞き取り調査を行った

のか、まずはその２点お聞きいたします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 不法行為に係ります法的

責任ということのお尋ねでございますが、６月定

例会でも申し上げましたように、関係法令に照ら

し合わせながら、市の顧問弁護士にるる相談申し

上げてご教示をいただいてきたところでございま

す。前代未聞の事件のために、弁護士も大変ご苦

労されながら私たちにご教示をしてくれたところ

でございます。

結論から申し上げまして、民法上の責任につき

ましては、民法第709条に規定されます不法行為

責任、これを法的根拠とする損害賠償請求、この

場合は原状回復費用ということになろうかと思い

ますけれども、この判断につきましては、弁護士

の見解としては、これは実質的にはできないであ

ろうということでございます。たとえできたとい

たしましても、ほとんど無意味なものになる、弁

護士費用だけがかかるということになってしまう

のではないかということでございます。

その理由でございますけれども、このたびの不

法行為は、結果として法、いわゆる廃棄物処理法

でございますが、これの規定に違反した廃棄物処

理施設を設置したことに端を発しているわけでご

ざいますけれども、市町村合併によりまして、当

事者たる脇野沢村は消滅いたしまして、すべての

ことは新むつ市に受け継がれているということに

なるわけでございますので、仮にむつ市がこの不
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法行為の責任を訴追するということになりますれ

ば、本施設の設置者たるむつ市がむつ市を訴える

ということになるわけでございまして、これは意

味がないということになるわけでございます。

しからば、本不法行為を執行した旧村長及び旧

担当職員の責任についてはどうかということにな

るわけでございますけれども、これにつきまして

も、たとえ訴追できたといたしましても、旧村長

も旧職員も直接自らが不法投棄をしたということ

ではございませんし、行政の事業としてこれが結

果的に処理場を設置したということでございます

ので、これはむつ市が旧脇野沢村から継承してい

るということになるわけでございまして、むつ市

が継承した旧脇野沢村自体の行為、過失責任とい

うことの過失相殺ということにもなりますので、

ほとんどこれもまた意味をなさないものになるの

ではないかということでございます。

それから、家屋の解体撤去を請け負った業者に

ついても、これもまた同様でございます。殊に旧

村が発注いたしました家屋の解体撤去作業につき

ましては、搬入場所が指示されており、仮に業者

に過失ありといたしましても、これもまた過失相

殺により実効のないものになるのではないかとい

うことでございます。

また、他の個人の家屋につきましても、同様に

村が搬入を許可していたということ、業者と個々

人の契約になっていることなどから、不法行為の

特定、責任割合の特定が実質上できないというこ

とで、これもまた責任追及は事実上不可能ではな

いかということでございます。

そのほか加害者の資力の問題もあります。勝訴

判決を得たとしても、強制執行できる資産がなけ

れば裁判費用だけがかかって画餠になりかねない

ということもございます。

さらに決定的なことは、民法第724条に規定い

たします損害及び加害者を知ったときから３年と

いう時効期間があるわけですけれども、これは代

表機関がたとえ知らなかったとしても、実際上の

実務者が知っていれば時効が進行するという判例

があるそうでございまして、この判例に従います

と、本件の場合も既に時効が成立していると、職

員が知っていたと、違法性を承知していたという

ことでございますので、既に時効が成立している

と判断すべきであろうということでございます。

また、職員の処罰についてでございますが、こ

れにつきましては、市の処罰規定に基づいて処罰

することは可能でございますが、このような不法

行為を職員が決定できるということではございま

せん。行政報告でも申し上げましたように、旧村

長の決裁で行われているということがございま

す。

また、むつ市及び旧村長の責任を明確にしない

まま職員の責任のみを追及することはできないの

ではないかということでございます。

それから、刑事上の責任でございます。これに

つきましても、廃棄物処理法に係る刑事上の責任

につきましては、前にも申し上げましたように、

時効期間が５年ということになっております。廃

棄物の搬入は、事実上平成14年度でほぼ終了して

おります。平成16年に搬入されたのが１件ござい

、 、ますけれども これは小屋の解体物ということで

民間の方が、地元住民の方が捨てたということで

ございまして、これを除きますとほぼ時効が成立

しているということでございます。

また、警察に告訴すべきというご意見もござい

ましたが、告発は捜査の端緒にはなるわけでござ

いますけれども、警察が犯罪があると思料したと

きは捜査が開始されるわけでございまして、告発

がなければ捜査ができないということではないわ

けでございます。実際にむつ警察署は既に一定の

調査をしたということでございます。

以上でございます。
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〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 旧脇野沢村村長の聞き取

りは何回行ったのかについてお答えいたします。

７月29日に山崎さんのお宅にお伺いいたしまし

て、１度行いました。副市長と総務部長、私、廃

棄物対策課長で聞き取りを行ってございます。

内容について、概略ご説明いたしますと、７月

10日から当時担当した職員等の聞き取りを行いま

、 、して その聞き取りの中で一致した部分について

山崎元村長にお伺いしてございます。

主なものを申し上げますと、教職員住宅解体工

事については、最終的に助役から説明を受け、印

鑑を押していると。村長の責任、決裁している、

やめろというのは記憶にない、あえて違法かどう

かわからなかった。

２点目ですが、河川改修に係る移転説明会で家

屋解体廃材を赤坂の不法投棄現場に搬入してよい

と言ったかどうかわからないが、通常やっていた

から違法認識がなかったので、あるいは説明会で

。 、言ったかもしれない 県から文書で指導について

指摘はあり得る、文書か口頭かわからない。前の

人、住民が捨てていた。金がかかるし、木材だか

ら環境にも悪影響がないので、やってもよいと思

った。職員の進言については否定はしない。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） 最初に聞きました刑事処分ま

たは損害賠償については、今の総務部長の話だと

泣き寝入り状態、もう全部が全部今のむつ市の住

民の皆さんの税金にかかってくるということで、

本当にこんなことでいいのか。というのは、法律

的には説明でよくわかります。ただ、本当に果た

してこんなことでいいのかというのは疑問に思い

ます。だからといって、どうしたらいいかという

のもちょっと案は浮かびませんが、私はこの内容

について、一般質問の通告をしておりますので、

そのときに話ししたいと思います。

２点目の前村長の聞き取りの件でありますが、

きょうの新聞によると、役所側ですけれども、不

法投棄は山崎村長が指示したということで県に報

告していますが、本人はそんなことはないよとい

うふうなことを言っているらしいのです。今の民

生部長の話も、一部はよくわからないのだけれど

もというふうな答えをもらっているはずなのに、

なぜ県のほうに前村長が指示したということで報

告したのでしょうか、お答え願います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 先ほども教職員住宅解体

工事について、最終的に助役から説明を受け、印

鑑を押していると。村長の責任、決裁していると

いうことをお伺いしまして、職員の聞き取り等々

あわせまして、当然村長としてその違法性を認識

しながらも、公共事業でございますので、赤坂地

区に埋め立て焼却処分したということで、村長の

指示があったという報告をしてございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

（ ） 、〇25番 斉藤孝昭 これも新聞報道になりますが

新聞の報道がもしかして間違っているかもわかり

ませんが、主導的役割でないと否定したというふ

、 、うな部分も ある一部の新聞に載っていますので

そこが信憑性がどうかというのはこれからいろん

なやりとりをまたやっていくと思いますので、ぜ

ひ明らかにしてほしいと思います。

もう一つ、これも先ほどの新聞報道の内容にち

、 、ょっと関連するのですけれども 本人が９月２日

きょう開会の定例会で特別委員会を設けてもらえ

れば経緯を説明したいというふうな話をしている

ようであります。特別委員会を開かないといろん

な話をしないのですかね。そういう話は聞き取り

の中でありましたか。

〇議長（村中徹也） 民生部長。
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〇民生部長（佐藤吉男） お答えいたします。

そういう質問は、私のほうではしてございませ

ん。また、旧村長からもそういう話は伺ってござ

いません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。６

番横垣成年議員。

〇６番（横垣成年） 引き続き責任の所在について

ちょっとお伺いしたいのですが、先ほど斉藤議員

が言ったように、泣き寝入りという状況かなとい

、 、うふうに思うのですが 市長にお聞きしたいのが

同僚の議員のことでもありますので、なかなか言

いづらいところもありますが、こういうふうにき

ちっと報告書にも旧脇野沢村長がその違法性を認

識していたという、その方が現在公職についてい

るということについて、市長はどういうふうに思

うかということをまずお聞きしたいと思います。

次に、ちょっとまた話は違うのですが、もっと

私詳しい報告書が出るのかなとは思っていたので

すが、こういうふうに公的に行われた不法投棄で

すから、当然いろんな書類が残っていたと思いま

す。それで、できるだけわかる範囲、とにかくそ

の書類を全部探し出して、どういうものがいつ、

どのくらい捨てられたかというふうな資料は調べ

なかったものなのでしょうか。そういうのを出す

気がなかったものかどうか。もし書類が残ってい

れば、そういうのをきちっと出すことができると

思うのです。ですから、そういう現状分析の資料

が私は今回出るのかなというふうに思ったのです

けれども、そこら辺の作業はしたのかどうかとい

うのをお聞きしたいし、できればそういう資料を

出してもらいたいというふうに思うのですが、こ

れ２点目。

あと３点目ですが、コンサルタント業者に委託

しているということでありますが、これどういう

業者に委託しているのかということと、どういう

基準で今の業者を選んだのかという、以上３点よ

ろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員のお尋ねにお答え

いたします。

現在旧村長が公職についているというふうなこ

とでございますけれども、この公職につくには、

やはり市民の判断をいただいて公職についている

わけでございますので、私からは今の立場でとや

かく申し上げることはできるものではないと、こ

ういうふうに認識をしております。

また、投棄量のバックデータのことだと思いま

すけれども、調べ得るできる限りのバックデータ

はとりました。しかしながら、それが野焼きにし

て、そして覆土しているというふうなことですの

で、最初の数量、これもまだ確定は、約9,000ト

ンというふうなバックデータはとりました。しか

しながら、その後よく事情聴取をしましたら、野

焼きにしてそれを覆土して減量されているだろう

というふうな推測もあります。そういうふうなも

のをひっくるめまして、今コンサルのほうに発注

をして、その量、性状、そういうふうなものの調

査をお願いしている状況でございます。

また、コンサルにつきましては、専決処分をい

たしましたので、後ほどの本会議でその専決の内

容等については質疑に応じて答弁をさせていただ

きたいと、こう思います。報告として提出してお

ります。

以上です。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 最初のお尋ねについては、市

長は市民から選ばれたということで、そこに落ち

つけたのでありますが、ただやっぱりこれは違法

性を認識していたと、そしてそういう不法投棄し

たという方がやっぱり公職にあるという点では、

市民から選ばれたというのは当然皆さん知ってい
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ますから、ただモラルの問題という点で、まずそ

この市長の見識をお聞きしたかったのです。そう

いう方というのは、一般論でもいいです、そうい

う公職につくというのはどうなのか。大変私も言

いづらいので申しわけありませんが、そこのとこ

ろをちょっと市長の見識をお聞きしたい。

２番目の点でありますが、コンサルタントにお

願いしているということでなくて、内部で資料が

なかったのですか。ある資料、わかっている情報

を全部やっぱり私たちに知らせてほしいと思うの

です。当然書類も10年以上は保管しなくてはいけ

ないとかというのもありますから、そういう資料

を、現状分析、いつ、何を、どういうふうに、ど

のくらい投げたのかというのをわかる範囲でよろ

しいので、それを今後出す考えはないかどうか。

そこを再度お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 一般論のお話が出ましたけ

れども、私はこの場では一般論をお話しする立場

でないと。ただ、違法性を認識していたというふ

うなことでございますけれども、法を犯してやり

なさいというふうな私はとらえ方をしておりませ

ん。先ほど行政報告の中でもお話をいたしました

ように、決裁をしたというふうなことで、自ら進

んでここに投棄をしなさいという、そういうふう

なことではないという私はとらえ方もしているわ

けであります。しかしながら、その部分で平成２

年の段階で、もう採石場というものが、石を採掘

して、採石場がある程度完了している状況だと、

そういうふうな部分。それからさらに、当時の村

の行政のバックヤード、これもやはりしっかりと

とらえていかなければいけないというふうなこと

は前からお話をさせていただいておりますけれど

も、そういうふうなものをやはり十分総合的に考

えていかなければいけないのではないかと。ここ

では一般論、要するにその身分についての一般論

は申し上げる立場にはないと、こういうふうに思

います。

資料は、教育民生常任委員会のほうに報告いた

しておりますけれども、後ほど議長を通じまして

提出可能であるというふうに認識をしておりま

す。しかしながら、これはかなり古い資料もござ

います。平成になる前の昭和53年当時からのもの

だとか、さらにまたその部分で合併を機にして書

類等が散逸している部分があります。ですから、

これが絶対的な量であるというふうな部分、これ

はなかなか保証しづらい部分もございますので、

先ほど言いましたように、約9,000トンと当初お

話をいたしました。しかしながら、教育民生常任

委員会のほうでは、これは6,000トンと。これは

何かというと、やはり投棄したものを野焼きをし

て、そして覆土したと。そこには減量されている

だろうというふうな、もろもろを勘案してそうい

うふうな形になっておりますので、確たる数量と

いうふうなものは、残っている資料は、その部分

を積み上げていけば、その投棄量はわかるわけで

すけれども、しかしそれが果たして本当に正確な

ものなのかというふうなこと、圧縮もされており

ます。野焼きもされております。そういうふうな

部分で、正確な数字ということにはなかなかなら

ないというふうな部分も推測をしておりますの

で、できる限りの資料は提出をさせていただきま

す。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 最初の問題でありますが、市

長は犯罪を犯したわけではない、ただ決裁をした

ような、そういうふうなイメージで答えたのです

が、ただここの報告書にもあるように、違法性を

認識していたとはっきり書いているのです。法律

を犯しているというのを本人が認識して判こを、

決裁したということですから。そして市長はそう

いうことについて、一般論のモラルの問題でも明
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言を避けるというふうな、もし市長がそういう姿

勢であるならば、一般論でもそういうのも言えな

い。法を犯したのです、違法性を認識しているの

。 、ですから 法を犯した人が公的な仕事についても

それは私は何も言える立場でないと。もし市長が

そういうふうな姿勢であるならば、これからいろ

んなそういう法に触れるような問題が起こるかも

しれない。それについても多分同じような立場を

貫いてしまうのではないかなというふうに、私は

それを大変心配いたします。

今市長が、市長の立場になってまだ１年という

ことで、いろいろな問題にぶつかって大変だろう

と思いますけれども、でもやっぱりこういうとき

にきちっとけじめをつける、市長としてのそうい

う判断を、違法は違法だということで認識して、

一般論ながらも、やっぱりそういう方については

それなりのというふうな形で、やっぱりきちっと

処理ができるような、そういう姿勢を私は望みた

いと思いますが、最後に一言市長のお考えをよろ

しくお願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 違法性の認識というふうな

ものの表現もございますし、また職員からも聴取

、 。したところ そういうふうな表現が出ております

しかし、これは行為を行う前に違法性を認識して

いたのかどうか。これは、平成２年のころでござ

います。その部分で、投棄をしてから、後でさま

ざま法律も変わってきております。そういうふう

な段階で職員のほうから進言があったと。そうい

うふうな時系列もやはりきっちりと考えていかな

ければいけないのではないかなと。全くさらのと

ころから、これは違法性を認識して、ここに投棄

しなさいと、こういうふうにやったものなのか、

それとも、聞くところによりますと、平成２年、

もう既に野焼きもしていました。海岸で野焼きを

しているとか、そういうふうなものも、投棄して

いたというふうな部分の情報もあります。そうい

うふうなことで、全体の行政の流れの中でもう進

んでしまっていた。ところが、ある時点でこれは

違法ですよという段階で進言を受けた。そういう

ふうな私は時系列的なとらえ方をしております。

その意味での違法性を認識しているというふうな

部分、これは投棄をしてから、ただその部分で、

違法性を認識して進言を受けた段階でただちにス

トップをしなかったということは、私は遺憾に思

っているというふうなことでございます。

以上です。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 12番（ ） 。

新谷功議員。

〇12番（新谷 功） この不法投棄に関しては、さ

きの市長の行政報告によれば、ごみの不法投棄量

は9,000トンということでございましたが、今市

長の説明を聞いておれば、当時の古い資料等々、

あるいは野焼きによって変動があると。つい最近

のマスコミ報道によれば、6,000トンという推定

量が出ておるのですけれども、そのためにそれら

を、ごみの量あるいはごみの種類、性状等をきち

んとするためにコンサルタントに発注したと。

そこでお聞きしたいのですけれども、例えばコ

ンサルタントに発注した工事内容、落札したコン

サルタントの会社もお聞きしたいのですけれど

も、例えばどういう方法をとって、今ここで述べ

られている廃棄物の種類あるいは性状等の種類、

実態、量も含めて調査することになろうかと思う

のですけれども、その調査方法を教えていただき

たいと思います。

それから、県のほうから６月30日付でもってい

ろいろ不法投棄に関して質問が参ったと、そして

市のほうでは８月１日でもって回答しておると。

今同僚議員からもその内容云々ということが出て

おるわけですけれども、私は教育民生常任委員会

の委員でございますので、大変貴重な資料を出し
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てもらって、私もよくそれを見ております。そう

いうことで、８月１日付で回答したと。そうすれ

ば、それについて県のほうから、またそれなりの

さたがあろうかと思っておりますけれども、きょ

うは９月２日、１カ月経過しているきょうの段階

で、県の質問に対してむつ市が回答した、その返

事といいますか、それが来ているのかどうか。も

し来ていれば、その内容についてお伺いしたいと

思います。また、来ていなかったら、いつごろそ

の返答が来るのか。その返答によって、今後むつ

市の、この今の不法投棄の廃棄物の処理の方法、

あるいはどうするかということで検討の段階に入

ると、このように認識しておるわけでございます

が、以上の点についてお答えお願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） コンサルへの発注の内容と

、 、いうふうなことでございますけれども 工事内容

調査内容、調査の手法とか、そういうふうなもの

、 、につきましては 今定例会で報告といたしまして

専決処分をした内容として上程を間もなくいたす

わけでございますので、その場面で正式なお答え

ができるのではないかなと思いますけれども、今

しなさいということで議長から命じられました

ら、書類等を取り寄せていたしますけれども。

次に、県からの返答、一度うちのほうから出し

たその回答に対しての返答というふうな状況は、

担当部長から説明させます。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） ２点目の８月１日に県か

らの旧脇野沢村のごみ処理についての照会に対し

て文書回答をいたしましたけれども、その後県か

らは特段の照会等は来てございません。８月28日

に廃棄物対策課長と総括主幹が県庁に参りまし

て、県の環境政策課長と事務打ち合わせをしてお

りますが、この段階では特段のご指摘はございま

せん。

コンサルタントへの業務の調査内容についてで

、 、 、ございますが 測量調査 ボーリング調査６カ所

重機試掘調査２カ所、廃棄物分析８試料、土壌分

析、埋め立て地中８試料、周辺地表１試料、発生

ガス調査１カ所等でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（新谷 功） 今のコンサルタントへの発注

内容、ボーリング調査が６カ所、あるいは何と言

いましたか、今聞き漏らしたのですけれども、２

カ所、これはバックホーか何かで掘って調べると

いうことになろうかと思いますけれども、このボ

ーリング調査に関しては、これはいわゆる地下水

の調査ということで考えてもいいのか、あるいは

ボーリング調査してごみの量、あるいはそのごみ

の種類を把握するための調査ということになるも

のかどうか、再度伺っておきたいと思います。

それで、もう一点は、８月28日に県のほうに担

当職員等々がお伺いしたと。そのときには、県の

ほうからは特段の意見と申しますか、それがなか

ったということの民生部長の報告でございました

けれども、質問を寄せて、それに回答して、それ

に対して県のほうからは何らかのさたがあるのが

普通ではないでしょうか。今後は、それに対して

県の指示を受けてどのようにするかということ

が、今の質問のやりとりでもって出てくるかと思

うのですけれども、その辺は部長、認識はどうな

のですか。もし来なかったら、その伺った目的も

ちょっとわかりませんけれども、私今考えれば、

その回答した結果についてのことでもってお伺い

したと、このように理解するのですけれども、そ

の辺はいかがなものでしょうか。何のために訪問

したのか。その訪問目的、あるいは県のほうから

はそのときは出なくても、今後いつごろその返答

が出てくるものかどうか、お願いします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。
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〇民生部長（佐藤吉男） まず第１点目でございま

すが、ボーリング調査６カ所、重機による試掘調

査２カ所については、廃棄物の種類、性状等の実

態とその有害性を把握するための調査でございま

す。

２点目の８月28日に県の環境政策課に参りまし

て、県の担当課長等に経過を説明いたしました。

この中の主なものを申し上げますと、市の調査に

よると、不法投棄の原因者は旧脇野沢村となるの

で、旧脇野沢村と合併したむつ市が業務を引き継

。 、ぐことになる むつ市が不法投棄廃棄物を撤去し

適正に処理するものと県では考えていると。水質

検査で基準値を超えていた鉛について原因を特定

し、口広川を含めて環境調査のモニタリングする

必要がある。県から市の今後の方針について文書

で照会するが、撤去計画を作成したら報告しても

らいたいというふうなことでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 12番。

〇12番（新谷 功） 廃棄物対策課に伺ったら、県

のほうではむつ市のほうが適正に処理するという

ような今答弁がなされたけれども、それでいいの

でしょうか。その点もう一度。

それから、撤去計画を挙げてくださいと。撤去

計画は、この行政報告によれば、１月30日までが

コンサルタントへ発注した工期ということになり

ますから、予定としては、このコンサルタントの

結果が出て、そして撤去計画を作成するという手

順だろうと思いますけれども、しからばそれはい

つごろになるのでしょうか。

それから、部長、ボーリング調査の目的、重機

による、バックホーによる試掘が２カ所。私は、

バックホーによる試掘は、これは一番効率がよい

。 、のではないかと 例えばそれによってごみの種類

建築廃材であるか、あるいはコンクリート殻であ

るか、これは適正なやり方であるなと。しかし、

ボーリングに関しては何のためにやるか、ちょっ

とその辺聞き漏らしたのですけれども、部長、も

う一度答弁していただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、適正に処理するとい

うふうなことでございます。基本的に先ほど行政

報告の中でも申し上げましたとおり、不法投棄現

場の原状回復ができるよう鋭意努力していると。

基本的には撤去というふうな形でございます。そ

れもやはり県の指導、産業廃棄物でございますの

で、県の指導というふうなことを受けながら、協

議をしつつ進めていかなければいけないと、こう

いうふうな私は認識を持っております。

また、撤去計画はいつごろなのかと。これはや

はりそのバックデータをとるためのコンサルに今

発注をしたわけでございますので、それらをコン

サルと協議をし、また県との協議というふうなこ

とも踏まえますので、工事期間は１月30日までで

ございますので、それ以降になるだろうと。今こ

こではっきりと何月までというふうなことになり

ますと、さまざまな調査の状況でずれ込んだりい

たしますと、またその発言に対しての責任という

ふうなことも出てまいりますので、その１月末以

降のコンサルの調査結果を踏まえての撤去計画を

お示しすることになろうというふうなことにとど

めさせていただければなと思います。

ボーリングの部分については、担当部長からご

説明いたします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） ボーリング調査６カ所、

重機試掘調査２カ所という選定した理由につきま

しては、県境の産廃処理等の対策等の事例を調べ

まして、現状に合う形の調査を選定したというこ

とでございます。開削２カ所、面積的なもの等で

す。ボーリング調査については、廃棄物の種類、

性状等でございますので、水をとるための穴では
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なくて、サンプルをとるためということでござい

ます。

以上でございます。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 21番（ ） 。

中村正志議員。

〇21番（中村正志） 何点か質疑をさせていただき

ます。

今回のコンサルタント業者への業務委託は、大

きく分けて現状を把握するための調査と、これも

同じく原状を回復するための対策工事の選定と大

きく分けて２つあるかと思うのですが、ここで言

います後半の原状回復という認識は、全量撤去と

いうふうな認識でよろしいのでしょうか。まず１

点目、それをお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） お答えいたします。

基本的には、有害物質、産業廃棄物でも無害の

ものもございますけれども、有害物質が出れば、

当然その部分については全量撤去が基本方針でご

ざいます。

無害のものについては、近くの辰内地区に脇野

沢地区の最終処分場があるのですけれども、例え

ば覆土の部分で無害であれば、そちらへの撤去も

考えられるのではないかと。いずれにいたしまし

ても、コンサルタントの結果が出ないことには対

策工を現段階でこうする、ああするということは

申し上げることはできません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 21番。

〇21番（中村正志） そうしますと、今のコンサル

タントの報告を受けまして、生活環境保全上支障

がなければ全量でないことも考えられるというふ

うな認識を持ってもよろしいのでしょうか。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（佐藤吉男） 現状の場所からは全量撤

去の方針でございます。先ほど申し上げましたの

は、ちょっと離れたところに現在の最終処分場が

あるのですけれども、そちらに持っていってもい

いのであれば、そちらに撤去したいと。そうすれ

ば、撤去費用も安く上がるのではないかというこ

とでお答えさせていただきました。それも産廃で

ございますので、当然県と協議しながら決定され

るということになります。

以上でございます。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 15番（ ） 。

白井二郎議員。

〇15番（白井二郎） 先ほどるる市長、また部長か

、 、ら説明があったわけなのですが 聞いていますと

基本的に市で撤去をしなければならないというこ

とは十分認識をいたしました。

そこでなのですが、撤去するとなれば当然お金

がかかるわけでございます。訴えてもどうにもな

らないとか、それはあれなのですが、道義的責任

とか、いろんな面があります。幾らかかるかは私

はわかりませんが、やはり市民に対する説明、と

いうことは、旧脇野沢村は不法投棄した側ですか

らいいとしても、あと合併した市町は、それを当

然負担しなければならないと。旧脇野沢村の方も

当然同じく負担するわけなのですが、でも説明の

ないまま議会だけに説明していいものかどうか。

その辺のところを市長はどのような認識を持って

いるのかをお伺いします。

そしてまた、コンサルタントに1,800万円ぐら

いですか、今回つけて、現実にお金もこれから出

るわけなのです。やはり行政のトップである市長

、 、 、は こういう不法投棄 いろんな諸問題について

今きちんとしたことを示さなければだめではない

かなと。その辺を踏まえまして、市長はどのよう

な認識を持っていますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 合併前の事案でございます

けれども、新市むつ市全体でこれは費用の部分の
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負担をしていくべきものであると、そうしなけれ

ばいけないだろうと、こういうふうに思います。

そこで、負担をする市民に対しての説明という

ふうなことでございますけれども、撤去計画、費

用、それらは議会を通じて説明を申し上げます。

しかしながら、今白井議員お話しの根底には、市

民に対して説明を詳しくするべきであるというふ

うな部分あります。また、市民の代表であります

議会議員の方々には当然説明をいたしますけれど

も、さまざまな手法を通じて撤去計画及び費用等

については十分市民の方々にもご説明をしていき

たいと。市政だより等を通じて、そういうふうな

手法でご説明をしていかなければいけない、こう

いうふうな認識をしております。

以上です。

〇議長（村中徹也） 15番。

〇15番（白井二郎） 今市長が言ったとおり、よろ

しくお願いしたいと思います。

やはり今財政計画の真っ最中でございます。ま

た、正直言ってこの辺が幾らかかるか、たしか６

月定例会で億の話もしておりますが、当然狂いが

生ずるわけでございます。ということは、市長、

また担当部局で考えているシナリオどおりにはい

かないということは目に見えてきております。こ

のような昨今、経済も芳しくない時代でございま

す。税収の伸びる要素も余りないということで、

このような出費をするということは大変むつ市に

とっても一歩下がる思いでございます。市長にお

かれましては、私も議員の一人として市民には説

明するつもりでございますが、やはり行政のトッ

プが先頭を切って、お金の使い方でございますの

で、市民に対して詳しく説明をしてもらいたいと

思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。３

番新谷泰造議員。

〇３番（新谷泰造） 旧村長と、それから業者につ

いて、撤去費用については請求しているのか。そ

れとも、これからも請求するつもりがあるのかと

いうことです。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 損害賠償請求につきまし

ては、先ほどお答えいたしましたように、過失相

殺等の問題があります。そういうことで、たとえ

したとしても、これはなかなか実質的な実効を得

るような形にはなり得ないだろうというふうなこ

とが弁護士からのご教示でございます。そういう

ことで、弁護士費用だけがかかるという形になる

のであれば、これはやはり無駄であろうというふ

うに考えております。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（新谷泰造） 請求は裁判外でも請求できる

と思うのですが、その点については請求するつも

りはないのですか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 市が個人に対して、ある

いは業者に対して請求するということになります

と、きちっと法的根拠を踏まえたうえでないと請

求ができないということになろうかと思いますの

で、そういう面では弁護士のご意見を参考にし、

現在のところは当然控えているということでござ

います。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、公害対策に関する報告の部分に対し、質

疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の公害対策に関することについ

て質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。
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次は、放射性廃棄物保管施設における安全対策

に関する報告に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の放射性廃棄物保管施設におけ

る安全対策に関することについて質疑ありません

か。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

、 、次は 交通問題対策に関する報告の部分に対し

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の交通問題対策に関することに

ついて質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第５～日程第27 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第68号

むつ市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部

を改正する条例から日程第27 報告第22号 専決

処分した事項の報告及び承認を求めることについ

てまでの23件を一括議題といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長 宮下順一郎 ただいま上程されました18議（ ）

案５報告について、提案理由及び内容の概要をご

説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じま

す。

まず、議案第68号 むつ市職員の自己啓発等休

業に関する条例の一部を改正する条例についてで

ありますが、本案は、独立行政法人国際協力機構

法の一部改正に伴い、自己啓発等休業の対象とな

る奉仕活動に関する規定について、所要の条文整

理をするためのものであります。

次に、議案第69号 むつ市議会議員の報酬及び

費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例に

ついてでありますが、本案は、地方自治法の一部

改正に伴い、関係条例について議員の報酬の名称

を議員報酬に改めるほか、所要の条文整理をする

ためのものであります。

次に、議案第70号 むつ市育英基金条例の一部

を改正する条例についてでありますが、本案は、

当市の人材育成にという趣意を持って、やまぼう

し育英資金の原資としてご寄附をいただきました

ので、これを育英基金に組み入れ、有効な運営を

図るためのものであります。

次に、議案第71号 むつ市税条例の一部を改正

する条例についてでありますが、本案は、地方税

法の一部改正に伴い、鉄道再生事業等を実施する

路線に係る鉄道事業の用に供する家屋並びに公益

社団法人等が所有する重要無形文化財の公演のた

めの施設に係る土地及び家屋に対する都市計画税

の課税標準の特例を追加するほか、所要の条文整

備をするためのものであります。

次に、議案第72号 むつ市手数料条例の一部を

改正する条例についてでありますが、本案は、住

民基本台帳カードの普及促進を図るため、特別交

付税措置が講じられている平成20年10月１日から

平成23年３月31日までの間の交付手数料を無料と

するためのものであります。

次に、議案第73号 むつ市総合福祉センター条

例の一部を改正する条例についてでありますが、

本案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律等の施行に伴い、施設を使用することが
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できる法人の規定について、所要の条文整理をす

るためのものであります。

次に、議案第74号 むつ市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例についてで

ありますが、本案は、むつ市廃棄物減量等推進審

議会の答申に基づき、市内全地区でごみ収集体制

等の統一を図るためのものであります。

次に、議案第75号 むつ市公害防止条例の一部

を改正する条例についてでありますが、本案は、

むつ市公害対策審議会を組織する委員の構成を変

更するためのものであります。

次に、議案第76号 財産の取得についてであり

ますが、本案は、むつ市立第三田名部小学校の建

設用地を取得するためのものであります。

次に、議案第77号 財産の取得についてであり

ますが、本案は、むつ市消防団むつ消防団第11分

団、第12分団、第16分団、第20分団、大畑消防団

第４分団及び脇野沢消防団第５分団に配備した小

型動力ポンプ付積載車の老朽化に伴い更新するた

めのものであります。

次に、議案第78号 指定管理者の指定について

でありますが、本案は、むつ市介護老人保健施設

やげんの管理を行わせる指定管理者を指定するた

めのものであります。

次に、議案第79号 町の区域の変更についてで

ありますが、本案は、農林水産省から青森県に所

管がえされた国有林地をむつ市川内町家ノ辺に編

入するためのものであります。

次に、議案第80号 むつ市土地開発公社定款の

変更についてでありますが、本案は、公有地の拡

大の推進に関する法律等の一部改正に伴い、監事

の職務に関する規定について、所要の条文整理を

するためのものであります。

次に、議案第81号 人権擁護委員の候補者に推

薦する者につき意見を求めることについてであり

ますが、本案は、本年12月31日をもちまして任期

満了となります坪二三子氏を推薦いたしたく、議

会の意見を求めるものであります。

次に、議案第82号 平成20年度むつ市一般会計

補正予算についてでありますが、今回提案いたし

ます補正予算は、８億3,040万8,000円の増額補正

でありまして、これにより補正後の歳入歳出予算

総額は322億8,793万6,000円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

総務費では、新たな産業の育成等による雇用の創

出について戦略的な対応を図るため「産・学・官

・民」で組織する下北・むつ市経済産業会議の運

営費及び青森市と下北半島とを結ぶ離島航路の維

持運営のための補助金のほか、入札管理業務及び

家屋評価業務の効率化を図るためのシステム購入

費を計上しております。

また、平成18年12月に取得いたしました旧アー

クスプラザを新庁舎として整備するための本庁舎

移転事業費を計上しております。

これまで、本庁舎移転事業費の予算計上につき

ましては、十分精査するための時間が必要である

こと、またいわゆる地方財政健全化法の対応を視

野に入れつつ赤字解消計画の確実な履行を期すた

め、財政再建に影響を与えない時期を慎重に見き

わめなければならないことから、見送ってきたも

のでありますが、このたび本庁舎移転に係る全体

の事業費及びその財源の積算並びに市財政の健全

化の見通しがつきましたことから、本事業に着手

するためのものであります。

まず、財政状況についてご説明いたしますと、

第196回定例会で既に申し上げておりますが、平

成19年度むつ市一般会計決算における単年度収支

は3,124万8,000円の黒字見込みとなっており、赤

字解消計画における単年度収支見込額３億

2,000万円の赤字と比較すると、約３億5,000万円

の改善が図られた形となっております。

また、今年度の決算見込みにつきましては、本
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補正予算に計上しておりますとおり、東京電力東

通原子力発電所１号機及びＭＯＸ燃料加工施設に

係る電源立地地域対策交付金について、立地促進

枠相当分の前倒し交付の条件が整ったことなどに

より、約６億7,000万円を増額しておりまして、

この要因等により、赤字解消計画における単年度

収支５億500万円の黒字を上回る約５億5,000万円

の黒字を見込んでおり、収支不足額の解消に寄与

するものと考えております。

次に、本庁舎移転事業につきましては、ご提示

しております資料の本庁舎移転事業費比較表にそ

の詳細を記載しておりますが、本事業のうち工事

監理委託、植栽等工事を含む庁舎改修工事及び情

報センター移設工事につきましては、本年度と翌

年度の２カ年の継続事業として実施することとし

ております。

なお、本事業と併行して整備を予定しておりま

す開放エリアの整備計画につきましては、開放エ

リアの整備案及び整備イメージ図として資料に添

付しております。

次に、民生費では、むつ市社会福祉協議会が開

設したボランティア・市民活動センターの運営に

対する補助金及び地域自立支援協議会と連携して

行う障害者福祉サービスに関する相談会等の開催

経費を計上しております。

また、大畑診療所の一部を介護老人保健施設へ

転換するための改修経費等を計上しております。

農林水産業費では、むつ市肉牛特別導入事業基

金の残額のうち国及び県の交付相当額分を返還す

るための返還金及び分収造林設定契約等に基づく

分収造林の売払収益に伴う分収金を計上しており

ます。

土木費では、第三田名部小学校建設予定地に接

する市道酪農２号線について、通学時の安全を確

保するための拡幅や歩道整備等に要する経費を計

上しておりますほか、大畑川の内水はんらん防止

のための大畑地区排水路整備事業費を増額してお

ります。

消防費では、小川町２丁目の私有地に設置して

おります防火水槽の撤去に要する経費を計上して

おります。

教育費のうち教育総務費では、教育委員会事務

評価事業に係るアドバイザー及び児童・生徒の問

題行動について調査研究するスクールソーシャル

ワーカーの配置に要する経費を計上しております

ほか、スクールサポーターの増員に係る賃金を増

額しております。

また、当市の人材育成にとの趣意でご寄附があ

りましたので、育英基金繰出金を計上しておりま

す。

小・中学校費では、第三田名部小学校建設事業

を進めるうえで都市計画法に基づく開発行為の許

可手続を経る必要があるため、造成工事を来年度

に繰り延べすることから、事業費の調整を行って

おりますほか、児童及び生徒用机・いす整備事業

費の執行残を減額しております。

社会教育費では、図書資料の購入資金にとの趣

意でむつライオンズクラブからご寄附がありまし

、 、たので 図書資料購入費を増額しておりますほか

図書館ロードヒーターの改修経費を計上しており

ます。

諸支出金では、救急医療の確保及び小児医療の

運営に係るむつ総合病院に対する負担金を増額し

ておりますほか、むつリハビリテーション病院の

前年度赤字分に係る負担金を計上しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

市税では調定の増額に伴い、個人市民税及び固定

資産税を増額しております。

地方特例交付金及び地方交付税のうち普通交付

税では、交付額の確定に伴い増額しております。

国・県支出金では、補助内示等に伴う収入見込

みにより増減調整しております。



- 21 -

なお、電源立地地域対策交付金の増額に伴い、

交付金充当事業の財源更正を行っております。

繰入金では、本庁舎移転事業に伴う公共施設整

備基金繰入金を増額しておりますほか、肉牛特別

導入事業基金繰入金を計上しております。

市債では、各普通建設事業との関連で借り入れ

見込額を計上しております。

その他歳出との関連で収入見込額を計上してお

りますほか、諸収入において歳入不足額を減額し

ております。

次に、議案第83号 平成20年度むつ市国民健康

保険特別会計補正予算についてでありますが、今

回提案いたします補正予算は、1,222万7,000円の

増額補正でありまして、メタボリックシンドロー

ムの該当者等を対象に生活習慣の改善を支援する

ための特定保健指導事業費及び前年度療養給付費

等交付金の精算に伴う償還金を計上しております

ほか、前年度療養給付費負担金の精算に伴う国庫

負担金の増額分を予備費で増額調整しておりまし

て、これにより補正後の歳入歳出予算総額は72億

9,695万6,000円となります。

次に、議案第84号 平成20年度むつ市介護保険

特別会計補正予算についてでありますが、今回提

案いたします補正予算は、3,706万6,000円の増額

補正でありまして、前年度介護給付費負担金等の

精算に伴う償還金を計上しておりまして、これに

より補正後の歳入歳出予算総額は42億4,840万

8,000円となります。

次に、議案第85号 平成19年度むつ市水道事業

会計決算についてご説明いたします。

まず、収益的収入及び支出についてであります

が、水道事業収益は15億5,115万9,950円で、水道

事業費用は15億349万1,045円となり、消費税及び

地方消費税を除いた収支では3,404万4,266円の純

利益を生じた決算となっております。

次に、資本的収入及び支出についてであります

が、資本的収入額は、企業債、国庫補助金等で９

億2,237万1,200円となり、資本的支出額は建設改

良費及び企業債償還金で14億4,529万8,512円とな

り、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額５億2,292万7,312円は、過年度分損益勘定留

保資金等で補てんしております。

次に、主な事業内容についてでありますが、簡

易水道統合整備事業で９路線、配水管整備事業及

び簡易水道施設改良事業で16路線の工事等を行っ

ております。

次に、報告第18号についてでありますが、これ

は平成19年度むつ市水道事業会計継続費精算報告

書についてでありまして、継続費をもって平成

14年度から実施しておりました簡易水道統合整備

事業が平成19年度で完了しましたので、報告する

ものであります。

次に、報告第19号についてでありますが、これ

は平成19年度むつ市水道事業会計資金不足比率に

ついてでありまして、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の規定に基づき、監査委員の意見

をつけて報告するものであります。

次に、報告第20号についてでありますが、これ

は去る６月11日、むつ市役所本庁舎駐車場内で発

生した自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を

定めることについてでありまして、議会の委任を

いただいているところにより、専決処分したもの

であります。

次に、報告第21号についてでありますが、これ

は平成20年度むつ市一般会計補正予算についてで

ありまして、脇野沢赤坂地区における不法投棄廃

棄物の種類、性状等の調査及びこれに基づく対策

工の選定に係る業務委託に急を要したため、専決

処分したものであります。

次に、報告第22号についてでありますが、これ

は去る８月22日付をもって、企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化に関
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する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の

一部を改正する省令が施行されたことに伴い、む

つ市承認企業立地計画に従って設置される施設に

係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を

改正する条例を専決処分したものであります。

改正の内容といたしましては、事業者が取得す

る家屋、減価償却資産及び土地に係る固定資産税

の課税免除の基準となる取得価格を引き下げるな

ど、所要の条文整備をしております。

以上をもちまして、上程されました18議案５報

告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いましてご質問

により詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決、ご

認定及びご承認賜りますようお願い申し上げる次

第であります。

〇議長（村中徹也） これで、提案理由の説明を終

わります。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。９月３日から５日まで及び

８日は議案熟考のため休会したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、９月３日から５日まで及び８日は議案熟考の

ため休会することに決定いたしました。

なお、９月６日、７日は休日のため休会とし、

９月９日は議案質疑、委員会付託、一部採決を行

います。

本日はこれで散会いたします。

午前１１時３１分 散会

議 席 表

１番 鎌 田 ちよ子 議員
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